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国外資産の譲渡益に対する税制改正案 

 

 

在シンガポール日系企業の皆様 

 

詳細については、次の英文ニュースレターをご参照ください。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/tax/sg

-tax-bytes-draft-provision-to-tax-gains-on-disposal-of-foreign-

assets.pdf 

 

2023 年 6 月 6 日、財務省 (Ministry Of Finance) は 2023 年税制改正案を

公表しました。国際税務の領域における大きな改正事項として、Section 10L 

(Gains of a relevant entity from the sale of foreign assets) の導入が挙げら

れます。 

 

従来シンガポールではキャピタルゲインにつき非課税とされていましたが、譲渡者たる

シンガポール法人が経済実体の要件を充足していないなど一定の状況下において

は、国外資産の譲渡等により生じたキャピタルゲインで、シンガポールで受領された

ものについて、本 Section 10L により課税対象となります。本改正案が導入された

場合、2024 年 1 月 1 日以後において適用となります。 

 

本改正案の背景としては、EU において、国外源泉所得の非課税規定(“foreign-

sourced income exemption”(“FSIE”))につき、全ての受動的所得に対して経済

実体要件の充足を求めていることが影響しているものと考えられます。 

 

従って、例えば日系企業のシンガポール子会社がシンガポール国外会社の株式を

保有しており、これを再編により他のグループ会社に譲渡する場合や、Exit により第

三者に売却する場合などにおいては、本規定の影響を検討する必要があります。

これらの取引から生じる譲渡益は、従来いわゆるセーフハーバー規定の適用を受け
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非課税となることも多かったところですが、本 Section 10L は当該セーフハーバー規

定をオーバーライドする規定となっており、課税対象となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

経済実体の要件については Section 10L の”excluded entity”の定義において規

定されています。経済実体の要件は譲渡者の性格により 2 つに区分されており「

純粋持株会社(“pure equity-holding entity”)」と「その他」に分かれます。前者

の純粋持株会社の方が経済実体の要件が緩和されていますが、純粋持株会社

に該当するための要件として収益の範囲が限定されており、例えば受取利子等が

生じていた場合に、純粋持株会社に該当するか、まだ不明な点もあります。後者

のその他は経済実体の要件が相対的に厳しく、シンガポールにおける従業者数、

当該従業者の質・経験、事業支出額、意思決定者のロケーション等から総合的

に判断されることになりますが、具体的な閾値は現状、明確になっておりませ

ん。          

 

その他の留意点としては、本 Section 10L はあくまで譲渡益（Gain）に対するも

のであり、譲渡損（Loss）については本 Section 10L で規定されるものではない

ため、従来通り損金不算入となると考えられます。 

 

日系企業への影響 

 

本 Section 10L の発動要件の一つである経済実体の要件について、当該経済

実体要件を充足しない場合には、日本においても外国子会社合算税制（J-CFC

税制）の経済実体要件を充足せず、J-CFC 税制の対象となり合算課税を受け

ることも多いものと推察されます。従って、概括的には、シンガポールで本 Section 

10L によりキャピタルゲイン課税が生じたとしても、日本においても J-CFC 税制の対

象となり合算課税を受けることになり、シンガポールのキャピタルゲイン課税は日本

の外国税額控除の対象となるものと考えられることから、日本で外国税額控除が

十分機能する限りにおいては、グローバルの税負担は日本の実効税率約 30%に

収斂されることになると考えます。ただし、細かく見た場合、例えば次のような状況

も考えられます。 

 



• 日本での法人税額が十分に生じておらず、シンガポールでのキャピタルゲイ

ン課税額について日本で外国税額控除を十分に取れず、グローバルで追

加の税負担が生じてしまう。 

• J-CFC 税制では経済実体の要件を充足するが、本 Section 10L の経済

実体の要件を充足しない場合には、シンガポールにおける課税分、追加の

税負担が生じてしまう。(一般的に J-CFC 税制の経済実体要件の方が

Section 10L における経済実体要件より厳しいと考えられるため、当該事

象が生じる場合は限定的と想定されます。) 

• J-CFC 税制による税負担と比較し、税負担が生じる法人は日本親法人

ではなくシンガポール子法人となり、またシンガポールでの課税が日本親法

人の J-CFC 税制による課税に先んじるためキャッシュアウトのタイミングが

早くなる。 

 

このようなことから、本税制改正案の今後の詳細内容の公表を確認し、詳細な検

討を行うことが推奨されます。 
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本メールは Deloitte Singapore から配信しており、ご案内が重複している可能性がございます。 

今後配信が不要である場合には、その旨のご返信を SG Deloitte JSG 

sgdeloittejsg@deloitte.com までご連絡頂けますと幸いです。 

 

Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報について

は、こちらをご参照下さい。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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